
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水被害を最小限に抑えるためには水防活動が必要です。  

そして、水防活動において重要な役割を担うのが水防団で

す。                                    

しかし、富士市水防団では団員の減少、高齢化が進んでおり、

水防活動の維持、充実を図るためにあなたの力が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは 

 

富士市役所河川課管理担当 

℡0545-55-2833 

 

まで

入団資格：①富士市に居住する 18 歳以上の者 

②志操堅固、身体強健であり、団員としての任 

務にたえ得ると認められる者 

 

任務内容：①台風や大雨時の水防活動 

②水害の警戒 

③訓練への参加 

※公務災害補償制度あり 


